
令和６年２月７日 

危 機 管 理 部 

 

世田谷区災害対策基金条例の一部を改正する条例について 

 

１ 主旨 

地域行政推進条例に基づく次期地域行政推進計画の策定を機に、総合支所・まち

づくりセンターの機能強化を含めた、地域防災力の向上を図るため、地域・地区の

特性を踏まえた災害対策の強化が急務となっている。 

また、近年のコロナ禍を踏まえた感染症対策を行いながらの避難所運営や都の

公表した新たな被害想定を踏まえた在宅避難の普及啓発の更なる推進、スマートフ

ォン等の情報通信、伝達のための電源確保をはじめとした在宅避難者の支援体制強

化が求められている。 

一方、現行の災害対策基金は、「災害応急対策及び災害復旧に要する経費の財源に

充てるため」に設置（世田谷区災害対策基金条例第１条）されており、基金の使途

は発災後の復旧に資するための経費に限られている。 

しかしながら、平成２３年の東日本大震災以降、大規模災害が発生した際には災

害救助法が区市町村単位で適用され、その復旧経費は全額国庫負担となる取扱いが

通例化しているため、発災後の区の災害対策基金の使途は限定的である。 

こうした状況の変化を踏まえ、本基金をより有効かつ柔軟に活用し、災害への備

えや体制の整備に資する取組みを計画的に推進できるよう、使途を拡充する条例改

正を行うこととし、同条例の一部を改正する条例を令和６年第１回区議会定例会に

提案する。 

 

２ 過去の経過 

年 月 事 象 備 考 

平成７年３月 世田谷区災害対策基金

（旧基金）設置 

阪神・淡路大震災の課題を踏まえ、災

害対策物品購入を円滑かつ効率的に

行うことを目的とした定額運用基金

として設置 

平成２０年４月 ・旧基金廃止 

・世田谷区災害対策基金

（現行基金）設置 

物品配備がある程度進んだこと等を

鑑み、発災直後の復旧・復興にかかる

役務等に用いることを目的とした積

立基金として新たに設置 
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３ 主な改正内容 

（１）基金使途の拡充 

  従来の使途に加え、災害への備えや体制整備に資する取組みに対して、計画的 

に活用するものとする。 

   （例）・地域・地区の防災力向上に向けた取組み 

・在宅避難の普及啓発・推進 

・在宅避難者支援の強化 

・避難所運営用物品の購入 等 

 

４ 改正案 

別紙「新旧対照表」のとおり 

 

５ 施行予定日 

  令和６年４月１日 

 

６ 今後のスケジュール（予定） 

  令和６年２月 令和６年第１回区議会定例会（条例改正案の提案） 

４月 改正条例施行 
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